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の
規
程
に
よ
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願
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え
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す
〉
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し
て
は
、
議

案
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号
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町
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条
例
」
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決
さ
れ
た
こ
と
に
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し
不

採
択
」
と
な
り
ま
し
た
。

　議案第29号～第34号は地方自治法の改正に伴う一部改正です。

29 東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

30 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

31 東京都市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

32 秋川衛生組合規約の一部を改正する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

33 西秋川衛生組合規約の一部を改正する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

34 秋川流域斎場組合規約の一部を改正する規約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

番号 議　　　案　　　名 新 町 公 ク 共 い 審議結果

1
日の出町議会委員会条例の一部を改正する条例【内容】地方自治法の改正に伴うも
のです。（議長による委員の指名・所属変更の追加です）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

2
日の出町議会会議規則の一部を改正する規則【内容】地方自治法の改正に伴うもの
です。（委員会の議案提出にかかる手続き規程の追加等です）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

3
ＪＲ不採用問題の早期解決に関する意見書
【内容】※P9の「意見書」を参照

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

4
労働のルールの確立を求める意見書
【内容】サービス残業の根絶等、労働のルールの確立を国に求めるものです

╳ ○ ╳ ╳ ○ ○ 否　　決

5
医師不足の打開と地域医療を守ることに政府として責任を持つことを求める意見書
【内容】医師不足に対する取り組みを国に求めるものです。

╳ ○ ╳ ╳ ○ ○ 否　　決

番号 議　　　案　　　名 新 町 公 ク 共 い 審議結果

35

都道第165号線道路拡幅工事（その２）及び町道（転回広場）新設工事請負契約の
締結について
【内容】イオン日の出ショッピングセンター進出に伴う道路の拡幅・新設工事の契
約締結です。

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

○…賛成　×…反対

平成19年第１回定例会及び第２回臨時会会期中の各会派の名称と所属議員は次のとおりです。

会       派       名 上記表
の略号 所　属　議　員

新       政       会 新 ★神田芳男・東　　亨・橋本聖二・清水秀明・小澤光雄・須﨑安通・濱田敏郎・加藤光德 8　人

町       民       党 町 ★伊藤雅夫・青鹿和男・田村みさ子 3　人

公       明       党 公 ★大澤言枝・嘉倉　治 2　人

ク   ラ   ブ   2  1 ク ★星野　茂 1　人

日  本  共  産  党 共 ★折田眞知子 1　人

いきいきトマトの会 い ★中西千惠 1　人

★印…会派代表者
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可決された意見書を関係機関へ提出

採択された陳情及び議員発議による「意見書」が定例会において可決されましたので、関係機関に送付しました。

JR 不採用問題の早期解決に関する意見書

　昭和62年の国鉄分割・民営化に際し、JR各社への移行に伴って発生した不採用事件については、平
成元年8月の東京都地方労働委員会命令を含め、各地方労働委員会、中央労働委員会が不当労働行為と
認定し、救済命令を発した。
　しかし、平成15年 12月に最高裁第一小法廷は、日本国有鉄道改革法第23条により、JRには責任
を問えないとしてこれを取り消した。
　この最高裁判決によって、不当労働行為事件は、法的には一応の決着がつけられたが、「1,047名の
不採用問題」は、解決されないまま今日に至っている。
　問題発生から既に20年近くが経過し、不採用のままとなっている当時の職員も高齢化しているため、
人道的見地に立って速やかに現実的な問題解決を図ることが必要である。
　よって、日の出町議会は、国会及び政府に対し、JR不採用問題の早期解決に向けて、関係者に働き
かけるなど、一層努力するよう強く要請する。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先 内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣・国土交通大臣・衆議院議長・参議院議長

請願・陳情は！
　6月の定例会につきましては、5月25日
までに受理したものについて審議します。
それ以降の受付の場合は、次回定例会で審
議することになります。

① 請願書には必ず1人以上の紹介議員が必要
ですが、陳情書にはその必要がありません。

② 内容が2件以上に及ぶときは、1件ごとにま
とめて提出してください。要旨・理由はでき
るだけ簡潔明瞭にし、楷書で書いてください。

③ 請願・陳情者は、住所・氏名・電話番号を必
ず記載し押印してください。連署者も同様で
す。

④ 陳情・請願書は原則として、A4版（縦長）
の用紙に横書きで記入し提出してください。

⑤ 道路などについては、案内図や略図を添えて
ください。

⑥ 郵送された陳情書は、要望書扱いとなります
ので、必ず陳情者が持参してください。（開
庁時間にご来庁願います）

⑦ その他、詳しいことは議会事務局にお問い合
わせください。

○…賛成　×…反対

第2回臨時会で審議された議案第2回臨時会で審議された議案
（平成19年4月12日）

第2回臨時会で審議された議案


